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農経論叢第51集， 1995， Mar. 

中国遊牧経営の展開過程に関する研究(2) 

一合作社段階におけるアウル組織の変容一

甫が加甫・黒河 功

A Study on the Development of the Chinese 
Nomadic Herding System and 

the Significance of the Aule System (2) 

PURUJIAP・IsaoKUROKAWA 

Summary 

The pぽposeof出spaper is to analyze the development of labor structure in nomadic herding in Xin-

jiang A1tai， China， focusing on 出eAule system of Kazakhstan Nomads. ResuJts show白紙 theAule 

system is indispensable not oIUy to preserve the nomadic style cuJtivation but aJso for other government 

policies， such as group farming and the settIement of nomads to be successfuJl. 

1.はじめに

遊牧地帯においてアウル組織(註 1)は遊牧生

産を継続させるための必要不可欠の前提条件であ

る(註 2)。これは遊牧生産にとって本質的であ

りまた不可避でもある社会的移動(註3)におけ

る生産と生活上の相互扶助の必要性，およびアウ

ルを下部生産単位とした氏族や部族の領土維持と

いう，遊牧生産がもっ独自の生産関係に基づくも

のである。一般にアウルは 1戸ないし 2戸の裕福

な遊牧農家を中心として，数戸ないし十数戸の遊

牧農家から形成され，構成員は相互依存関係に

よって結ぼれている。通常，裕福な遊牧民は多く

の家畜，繁殖家畜はもちろん役畜と種畜，放牧地，

採草地，耕地，および主要な農機具を所有し，そ

の他の構成員は少頭数の家畜と技能的労働のみを

有する。技能的労働者にとっては生産手段が必要

であり，裕福な遊牧民には技能的労働が必要であ

ることから，アウルの内部ではそれらの機能の交

換によって遊牧生産と農業生産の双方が可能とな

る。このような生産関係の上に生まれたアウルの

労働組織化構造あるいは畜牧生産技術構造のもと

で，数千年間にわたって遊牧業が営まれてきたが，

2う

中国解放後，基本政策として急テンポで進められ

てきた全土にわたる集団組織化の波は遊牧業地帯

にまで及び，その集団組織化が強化されるたびに

アウル組織もその内実を変容させてきた。

拙稿「中国遊牧経営の展開過程に関する研究

(1 )Jでは，アウル組織の概要，互助組→合作

社→高級合作社→人民公社という政策的展開の流

れ，およびとくに合作社化の手前までのアウル組

織の変貌について，新彊北部アルタイ地域ココ卜

ハイ県トロゴン郷を対象として実証的に明らかに

した。本稿においても，その後の組織化段階すな

わち政策強化された合作社段階におけるアウル組

織の変容について，同じくココトハイ県を対象と

して実証的に明らかにしたい。このような社会主

義下における農業集団化強化段階における生産関

係の変貌過程は，労働組織化あるいは労働力交換

における労働の価値評価をめぐる統合と対立の具

体的な実例を典型的に示すものであるといえよう。

2.アウルの「合作社J組織化への誘導

1 )組織化の論理とその原則

中国における農業生産の組織化に関する論理

(1943年11月に発表された毛沢東の論文「組織せ
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よj)は，生産力の発展によって生産関係を変革

させるのではなく，生産関係の変革によって生産

力を高める，というものであった。とくに50年代

においては，社会主義建設を強力に成就させる必

要性から，その変革論理は集団化の実践による生

産関係の変革によって強力に推進された。いずれ

にせよ社会主義社会の建設にはなによりも財源確

保が不可欠であるが，上述の論理に従えば，全社

会主義社会を集団化によって組織し，それを基礎

とした上で生産力を高めていかなければならない

ということになる。遊牧生産も同様の論理によっ

て，集団的に組織化されていかなければならな

かったのである。

新生中国における農地改革は49年に実施され

(r土地改革法j)，それによって自作農が生み出

され，農地などの生産手段はそれまでの地主制か

ら私有制になった。その後間もなく前述の集団化

政策が推進されて (51年12月「農業生産互助合作

化に関する決議(草案)j)，52年から53年におい

ては生産手段の私有制を基盤に「互助組」が成立

した。しかし53年12月に「農業生産合作社の発展

に関する決議Jが実施されると，自主的に生産手
段を公有制とする「初級合作社jが成立し，さら

に54年9月には憲法が発布されて，耕地，山林，

草原などすべての土地は，それまでの私有制から

固有制に変革された。その上で，国土は政府によ

る統一管理となり，食糧供給あるいは資材供給を

始め，全ての流通過程は政府の支配下におかれる

ようになった。さらに55年10月には「農業合作化

問題に関する決議」がなされ，全員参加を前提と

する「高級合作社J制へと急テンポで集団化が推
進された。

政府による組織化過程の一般的原則として，互

助組組織化段階においては「自願互利j，r民主管
理j，および「等価交換Jという 3原則が提唱さ
れた(註4)。自願互利は，遊牧民は自らの希望

によって組織に参加し，互いに利益を分け合うと

いう意味である。従来の互助組すなわちアウルは

あくまでもアウルの生産関係や遊牧民各自の希望

によって組織化されたものであるから，アウル・

パスを中心としたアウル組織はまさにこれに匹敵

するものである。民主管理は，生産計画，生産管

理，思想指導の面で民主性を尊重し，計画も全員
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で検討し，規律や制度も参加者全員によって決定

するということである。アウルの場合は基本的に

アウル・パスの決定に従うが，実際の生産の管理

運営についてはやはり技能者と指導者との実質的

な議論があり，これもアウルの組織原則に見合っ

たものといえる。

最後の等価交換であるが，これは互助組員が各

自私有している生産手段を互助組全体で使用し，

また共同労働によって組員各自の経営を維持する

ことであり，各自の生産手段と労働力を相互交換

して使用するものである。その場合，等価交換で

きないものについては，現物または現金で清算す

ることになる。これについても，アウルにおいて

昔から慣習として形成されてきた受換方法とほぼ

同様のものである。このように，政府による集団

組織化の3原則は，遊牧業に関してはアウル組織

を崩さずに組織化を推進するという意図を反映す

るものといえよう。これはアウル・パスの指導管

理権力を残したままアウルを互助組として再編成

しているものであり，アウルの経営体としての機

能をそのまま維持することが図られていると理解

される(註5)。

このような集団組織化原則は遊牧業において従

来から実践されてきたものであるために，第 1に

は経営の大規模化の実現，第2に労働共同化なら

びに労働力の合理的配分・利用の実現，および労

働力がもっ技術的特質に応じた分業による集団の

力の発揮，第3に高能率の農機具の購入の実現と，

それらによる生産力向上の達成が遊牧業地帯にお

いて最も推進しうるものとして，政府によって大

いに期待された。これは互助組の初期段階におい

て著しい効果を示した(註 6)。しかし実際の実

践過程においては多岐にわたって問題点も発生し，

結果的には，さらなる組織化強化によって問題解

決を先延ばししてきたといえるであろう。

そのような問題点の基本的背景についてふれて

おくと，新生中国誕生直後は草原や耕地の利用権

は従来どおりアウル単位の利用形態によって設定

されていたが，土地改革直後には，土地は共同利

用となり，家畜は遊牧民に平等に割り与えられた

(しかしそのような生産手段の農民間売買は禁

止)。しかし，家畜が個々の遊牧民に与えられでも，

家畜規模の零細性と役畜および農具の絶対的不足
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状況では，崩壊し続けてきた生産基盤の回復はも

ちろん，個々に独立して生産および生活を営むこ

とは望むらくもない状況であった(註 7)。この

ように人為的に与えられた社会構造変革と生産関

係のもとで，自主的に問題を解決するために遊牧

民が真っ先に採用した方法が，古くから受け継い

できた相互扶助の慣習による伝来の組織方法すな

わちアウル組織であった。彼らはこのような組織

方法によって自助しようとしたのであるが，急テ

ンポで推進された互助組化→合作社化→人民公社

化という政策による集団化の強化によって，それ

ら自主的組織もその内容を逐次変容させ，その度

にまったく新しい生産関係を生じさせてきた。

例えば，生業としての遊牧段階においては，ア

ウル・パスを中心としたアウルによる生産関係の

下ではあるが，個々に生活・生産が営まれていた。

当時の貨幣経済は未熟であったが，家畜や労働な

どの交換によって生活・生産が成り立ってきてお

り，それなりの私経済的成長が芽生えつつあった。

そこでは家畜は生きた貨幣であり，一群れの家畜

はまるで銀行における原資のような役割を果たし

てきたのである。新生中国成立以降においても，

絶対的財源不足によって自給自足的な未成熟な貨

幣経済下にあったので，このような遊牧民個々の

交換経済が支配的であった。

しかし，未成熟な貨幣経済下にあっても，この

ような交換経済によって個々に生活・生産活動を

営んできた遊牧民であるが，生産集団化と同時に，

生産資材および資本(家畜)の個々の取引・交換・

売買が禁止された。したがって，貧困状況にあっ

た大半の遊牧民はもとより中・上層農に当たる遊

牧民層においても，集団的組織化が強化されるに

ともなって生産要素を買い入れて経営構造を改善

する方途がなくなり，交換可能なものは自身の労

働のみとなって，自立した遊牧経営に成長する可

能性はほとんど失われたとみることができる。こ

のように，集団的組織化強化による私経済的経営

展開の可能性の喪失を，生産力発現における万障

発生の基本的背景とみることができる。

2)組織化過程における問題点

このように50年代始めにおいて，政府の方針で

ある組織化論理によって遊牧民は改めて互助組と
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して組織化されるに至ったが，その再編過程が前

述の 3原則によってなされ，その原則の唱える機

能が従前よりアウル組織が内蔵するものと同ーの

ものであるならば，再編された互助組によってよ

り高い生産力を発現するはずであった。以下，調

査地区を対象として具体的に検討を加える。

1954年，ココトハイ県卜ロゴン郷における旧来

のアウル22は， 22の互助組として従前どおりのア

ウjレ組織をそのまま生かす形で改組された(表 1)。

表1によれば， 卜ロゴン郷22の互助組(旧アウル

;以後アウルと呼ぶ)のうち 5つのアウルが無

畜で耕種部門の専業であるが， 17アウルが遊牧業

部門をもっており，遊牧中心の郷といえる。 56年

より中国全土にわたって草原遊牧民等の定住化が

進められているが， 卜ロゴン郷では無畜互助組を

中心に一定の定住家屋の建築が既に進展していた。

役畜は，耕種・遊牧にかかわらずアウル構成戸数

に比例して保有されており，交通手段として不可

欠なものであることが示されている。農具につい

ても同様に，耕種・遊牧にかかわらずそれぞれ僅

かな保有状況であり，労働力数が唯一重要な生産

手段であったことが窺える。

1戸当たり耕地面積についても，耕種・遊牧に

かかわらずきわめて零細規模である。遊牧中心の

アウルにおける作付方式は粗放的で，またこの地

域は年間雨量の変動が大きく生産力水準も低いも

のとなっている。政府は 1人当たり食糧消費が

年間170kg以下の場合を貧困と定義したが(北方

地域， 85年)，得られた小麦について小麦粉換算

すれば戸当たりでさえ170kgに満たず， 1人当たり

ではきわめて低い数値となると推測され，おそら

く新彊農村調査によって確認した中等遊牧民1人

当たり年間小麦粉消費量125キロをはるかに下回

るといえる(註 8)。したがって当時，遊牧民は

不足する大部分を市場から購買することによって

調達していたとみられる。以上がアウル組織から

互助組へと改組された時点の状況である。

さて，両組織は組織構成からいえばほぽ同じで

あるといえるが，改組過程において各々いかなる

問題をはらんでいったかを，上述の 3原則に照ら

して検討する。第 lの「自願互利Jは，自由意思
によって互助組に参加できることである。従来の

アウルは所属部族，血縁関係による大枠の縛りは
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あるものの，基本的にアウルに参加することは自

由であった。しかし参加希望者がどのような技能

をもっており，このアウルにとってどのように役J

に立っかについて合議がなされ構成員の合意をえ

ることが最小限の必要事項であった。これは，ア

ウルを中心とする生活や生産機能と経営管理機能

を高めることが唯一の判断基準であったからであ

る。しかし，互助組への改組に当たっては，耕種

専従者あるいは多種業者を含めた地域住民全員を

組織することが前提となっていたので，従前の遊

牧業におけるアウル組織はそのまま生かす形では

あっても，地域に分散している個人営業者や，場

合によっては他部族のアウルからの遊牧民を適当

な既存のアウルに組み入れなければならなかった。

その結果，既存の22のアウル組織を基盤としなが

らも，異分子を含む22の互助組に改組されたので

ある。

そこでは，組み込む側のアウル機能重視という

意思と，組み込まれる側の参加の意思において，

双方に自由度があったとは必ずしも云えない。例

えば，表1における 5番互助組は旧来のアウルに

他部族の小規模アウルが加わったものであり 3

番互助組は 2戸の炭坑自営業者が新規参入した

ものである。このような異分子が加わっている状

態は他のすべてのアウルにおいても，多少の差は

あるが，みることができる。もちろん双方とも喜

表 1 22の互助組の概況
(単位.戸，人，個，頭，台，ヘクタール，キロ)

アウル アウルの名前 アウルの戸 7ウルの労動 建てら 役畜 良具 耕地 一戸 10アール 一戸当

番号 数(内:遊 力数(内遊牧 れた家 (頭) (台) 面積 当耕 当収量 小麦粉

牧者数) 労力数) 屋(個) (裂) 地 計算量

1 サイテイ 7 (3) 13 (6) 。 9 2 0.9 0.13 120 148.2 

2 トマライ 14(0) 12 (0) 6 11 1 0.9 0.05 148.3 70.4 

3 アケシ 8(4) 11(7) 。 9 1 1.18 0.15 101.7 144.9 
4 チョカイ 9 (4) 16 (6) 9 11 2 1.44 0.16 101. 7 154.5 

5 サイリ 14 (3) 12 (6) 14 14 2 1.28 0.09 88.7 75.8 

6 ハイサ 9(7) 17 (7) 。 15 2 0.95 0.11 178.1 186.1 
7 チャリプ 11(1) 10(2) 8 9 2 0.12 0.01 157 14.9 

8 ノてイノ、スン 13 (3) 19 (6) 6 14 4 1.47 0.11 67.3 70.3 

9 クマルハン 14 (4) 16 (8) 3 11 2 1.68 0.12 126.8 144.6 

10 ムカイ 6(6) 8(8) 。 6 。0.61 0.10 62.9 59.8 
11 マイデン 9 (3) 16 (6) 5 12 2 1.15 0.13 126.8 156.6 

12 ヌライヤ 9(4) 15 (7) 4 8 1 1.28 0.14 117.2 155.9 

13 ジョルパラス 9 (1) 14 (3) 7 10 2 0.8 0.10 127.2 120.8 

14 マホステイ 15 (0) 19 (0) 12 20 l 0.47 0.03 127.7 36.4 

15 アデプパイ 9 (0) 17 (0) 8 9 。1.13 0.13 
16 アホノずイ 11 (0) 14 (0) 10 10 3 1.56 0.14 

17 7プルハズ 9 (1) 17 (0) 9 16 3 0.99 0.11 

18 クムルタイ 8(2) 8 (1) 6 12 l 0.83 0.10 106.3 101 

19 カピドラ 11 (3) 10(4) 9 15 2 1.41 0.13 67.8 83.7 

20 カピー 15 (3) 15(7) 11 16 2 1.1 0.07 67.3 44.8 

21 ココイ 10 (1) 16 (4) 8 12 1 0.83 0.08 60 45.6 

22 マンハ 11 (2) 11 (2) 9 9 2 0.91 0.08 92.6 70.4 

(資料)資料は新彊計画委員会編「新彊農村経済調査報告J(1956年)をもとに，合作社時代の牧区工作隊員 (1993
年7月)よりの聞き取り確認によって作成した。

註1)戸数欄と労働力欄の( )内数字は戸数と労働力に含まれている遊牧者とその労働力数である。

註2)小麦以外に大麦と燕麦という作物構成があったが，その規模はあまりにも零細であるから本表におい

て省略した。

註3)当時は土地を面積で計算するのではなく，種の量で計算する。その計算方法は110キロの種は 1ヘク

タールの面積に撒けるという計算であった。しかし，工作隊員の実視IJでは0.8ヘクタールしかないと
いうことで，本表にもこの数値を採用した。

註4)アウルの耕地面積=((構成員が出し合った小麦種合計/110キロ) ・0.8Jヘクタールである。

註5)建てられた家屋は定住のために，互助組員が交替で建設している土屋である。

28 
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んで受入・参加する場合はきわめて少ない。政府

からの土地および生産資材の供給，政府への農畜

産物販売委託をするために仕方がなかったと当時

の工作隊員が述べている。したがって互助組内部

に構成員間の対立が存在するようになった。

第2の「民主管理」は，従来のアウ lレはアウル.

パスを長としながらも，労働力配分，作業実施方

法について全構成員が実践的に討議して行われて

きた。例えば，誰がどの季節にどの作業を行うか，

作業の量や報酬はどうするか，アウルの利益を侵

したものをどう罰するかということである。また

当該アウルに所属するものを，経済的あるいは社

会的原因によって他のアウルに移す必要があれば，

アウル聞の合意を形成して適当なアウルに転出さ

せるという遊牧社会独特の方法も全構成員の討議

によってなされた(註 9)。さらにアウルを超え

る問題発生時には，地域のアウル・パスと部族の

代表者との協議によって解決を図ってきた。いず

れにせよ，遊牧生産の維持を目的とするアウルの

機能発揮という一点において，統率・集約が可能

であった。

一方，互助組における民主管理についても，互

助組の全員が民主的に生産計画・管理とそのため

の労働力配分について討議・実践を行うことであ

ろう。しかし実際の互助組の管理運営においては，

遊牧部門と耕種部門間における労働力配分，共同

出資や資金配分による農機具購入における機種選

択などの諸局面について，ほとんどの互助組にお

いて旧アウル構成員と新規参入者聞において対立

が生じてきた。とくに，小規模互助組では組織内

で解決できないことが多く，大規模互助組では問

題発生の頻度が高いという特徴を示し，いずれに

しても郷政府や関係機関の介入を余儀なくされた。

第3の「等価交換Jについて，互助組の内部に
おける交換は具体的には主として労働交換および

労働と畜力，農具との交換，あるいは賃雇用であ

る。それ以外には畜力と畜力，農具と農具のよう

な生産手段どうしの交換もみられた。労働力と生

産手段とを等価において交換使用するに当たって

相殺できない部分については，現物または現金で

清算することになっている。従来のアウルにおい

てもこのような交換があったが，それはアウル内

部に限らずアウルを超えて行われることが多かっ
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た。例えばアウル闘で労働力や生産手段の貸し借

りや雇用が行われていたし，そこでは労賃やリー

ス代は羊そのものを介して支払われていた。つま

り，交換における範囲，頻度，媒介に関する自由

度が高かったといえる。

乙れに対1-，て，互助組においては，とのような

等価交換をはじめとする3原則は互助組組織の内

部に限って行われた。また，全ての交換過程にお

いて労働力のみが交換価値をもっていた。つまり

かつてのアウル組織におけるように，交換が労賃

やリース代として羊を介して行われたのではなく，

全ての交換を労働の価値評価によって行った。こ

れは遊牧民の家畜の減耗を防ぎ，生産規模を維持

向上させ生活を改善するという狙いがあったので

あるが，現金のない遊牧民の大半は労働力以外に

交換可能なものがなく，余裕のある遊牧民のもつ

生産手段をなかなか使用することができなかった。

さらに労働力といっても，その強弱，老幼，性別，

技術の有無といった労働の質における格差があり，

年老いた親や幼い子供をかかえる比較的若い遊牧

民の多くにとって，交換による効率的な畜牧生産

の展開は概ね困難であったといえよう。

例えば，表1の13番のジョルパアス互助組の場

合，アウル時代には 1青年労働者が1年に500頭

の羊を放牧して得られる報酬は羊6頭であったが，

互助組においては12頭となり，従来よりも労働評

価は高い水準となった。しかしその労働内容は遊

牧と農耕がセットになったものであった。一般的

に遊牧民は農耕部門の労働従事を嫌うことから評

判はよくなく，また農耕部門については共同作業

が原則となるので，農作業時期には家畜を近間で

放牧しなければならず，家畜が農耕地を荒らして

しまうという事態も生じてきた。

このように，アウル組織から互助組組織への移

行の過程では，①機械的に組織された互助組と従

来のアウル組織の聞に 3原則をめぐる対立関係，

①とくに労働の価値評価をめぐる対立が起こって

きた。そこで新彊政府は，新たな生産関係による

組織再編を余儀なくされ， 1955年に 3つの畜牧生

産「合作社」を実験的に設置した。すなわちウル

ムチ市のアホマイト互助組，南新彊ウチャ県の常

年互助組，北新彊新源県のパホテイヌjレE助組が

それであり，互助組組織を大胆に改編して集団化
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をより強化するもの(統一管理・統一分配)であ

る「合作社」組織再編へのモデルとしたのである

(註10)。

3)合作社化ヘ移行する具体的な基準

そのような背景の下で設置された 3つのモデル

合作社について，その生産関係を要約すれば以下

の5点になる(註11)。

第 lは家畜と生産手段の「入社」についてであ

る。社員となった遊牧民の家畜を次の3種類に分

けた。①日常的に使用する乗馬および食用家畜(乳

牛・羊)は，必要最小限度保有することが許され

る(家畜の 1割程度)，②生殖能力を有して利益

をもたらす家畜または役畜は，固有の家畜と同様

に入社させて合作社の統一管理のもとにおかれる。

③生殖能力のない家畜または役畜にならない家畜

は，入社させないが，代牧家畜と呼ばれ，社の家

畜群れに編入され所有者は管理費を支払わなくて

はならない。家畜は全て個人所有に帰するもので

はあるが，その利用管理権は合作社が有する。そ

れから他の生産手段についても全て入社させるこ

とを原則とし，利用代は社の収入から支払う。

第2は投資についてである。遊牧民が入社した

家畜の頭数の 1%，例えば100頭入社させたとす

れば，そのうちの 1頭分が社に対する投資規模と

みなされた。家畜のないものに対しては労働で賄

うか適当な方法で処理することとした。このよう

な投資が一定基準より超える場合があれば，それ

は金額に換算され銀行に預金したものとして利子

が支払われる。

第3は収益分配についてである。年間総収入は

社の統一経営による農業，畜牧業，副業から得ら

れるものであって，それから全ての生産費(含リー

ス料)， 4 %の公積基金， 1 %の公益基金を差し

引き，残りの部分を労働および入社された家畜規

模によって分配される(労働4対入社家畜規模6

の割合である)。同時に，前述のように合作社が

管理した家畜の管理費用を各社員の収入から差し

ヲ|く o

第4は各生産部門の作業分離についてである。

労働作業を農業部門，畜牧業部門，および副業部

門としてそれぞれ独立再編し，その上で統一管理

部門を，選挙または指名によって任命される正副
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社長および各部門統括管理者の 5人に担当させ，

合作社全体を統括することとした。管理者として

従来のアウル・パスが選ばれることは一般的に不

可能であった。畜牧生産部門については，全ての

家畜を年齢別，用途別に群編成し，群単位にそれ

ぞれ労働者を配分して管理することにした。

第5は労賃の決定についてである。労働者1日

の労働を基準として点数制を導入した。例えば，

春期における羊の放牧労働は 8点，馬の放牧は 7

点，牛の放牧は 6点とした。夏期および秋期にお

ける羊の放牧労働は 6点，馬は 5点，牛は 4点で

ある。冬期についても羊7点，馬 8点，牛5点と，

季節的な営地条件の難易性，繁忙性による遊牧作

業のあり方が考慮されている。これら点数配分は

各部門の計画生産に示された基準作業量を完成し

てから与えられる点数である。

このように，互助組においては互助組長(従来

のアウル・パス)の指導管理のもとで，不足する

生産手段を労働によって交換し，その家畜や耕地

からの生産物が個人の収入となっていたが，合作

社では統一経営・統一分配という原則によって互

助組組織の経営管理機能を引き上げてより強固な

集団化を図り，集団的生産体制を確立していった

と捉えることができる。従来のアウルが生活，生

産，経営管理機能を包括的に内包していたとすれ

ば，上述のような生産手段の「私有公用」という

手続きは，従来のアウルに付着していた経営管理

機能を取り上げたものと捉えることができる。そ

のように強化された集団組織の下にあって，従来

のアウル機能がいかなる形で発揮されたかについ

て，次の章で確認することにしたい。

3. r合作社」におけるアウルの展開
1 )祉の部門編成とアウル機能の分散

ここでも同じく表1における互助組の合作社へ

の転換過程をみることにする。 22のアウルは上述

の合作社化の原則とモデルを見本に，いくつかの

互助組が合併して合作社を作っていくことになる

が，そのなかの 3番と11番の互助組が合併して 1

つの合作社を作った状況を取り上げる。

1956年の春から当該社はトルゴン郷畜牧生産合

作社として設立される，その経営構造の動向を示

したのが表2である。表2の各項目について若干
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表2 畜牧業生産合作社設立当時の経営構造

項目 単位 1956年 1957年

戸数 (戸) 19 24 

人口 (人) 103 130 

社員数 (人) 24 30 

労働力数 (人) 43 53 

入社家畜数 (頭) 769 960 

社員の代牧家畜数 (頭) 190 310 

社外牧民の代牧家畜数(頭) 410 250 

収穫機械台数 (台)

播種機械台数 (台)

採草機械台数 (台) l 

耕作機械台数 (台) 3 7 

整地機械台数 (台) 7 

馬車台数 (台) 2 

社有種馬頭数 (頭)

社有種牛頭数 (頭) I 

畜舎数 (個) 4 

乳油分離機械台数 (台) 6 

耕地面積 (ヘクタール) 52.6 61.7 

小麦播種面積(ヘクタール) 22.7 28.8 

燕麦播種面積(ヘクタール) 4.8 6.3 

大麦播種面積(ヘクタール) 16.7 15.5 

10a当たり生産量 (キロ) 82.4(114.3) 68.2(114.3) 

(資料)表 lと同じ。
註 1)10 a当たりの生産量は小麦の生産量，括孤ない数
値は互助組時代の両組の平均数値，表1の3と11
の数値を参照。

註 2)57年の生産性数値は不正確かもと工作隊員が話し
ている， Lかし114.3にみたないことは確かである。

説明を加えると，社員は労働カ数に含まれるが，

社員大会に参加して民主的管理の一端を担うため

に審議に加わる(最低 1家族から 1人である)。

畑作部門の各作物面積は増えているが，主要作物

である小麦の10アール当たり生産量は減っており，

互助組時代の平均生産量にも達していない。各種

機械が56年よりも57年には増加しているが，これ

は社の名義において銀行から融資で買い入れたも

のであり，互助組時代より銀行に対する信用力が

増したことを示すものであるo 社外牧民の代牧家

畜というのは，農耕地帯に住んでいる個人業者や

商人の家畜である。全ての家畜は入社いかんにか

かわらず年齢別に群として放牧されるが，その運

営管理は社の統一的管理下におかれる。

家畜の年間増加頭数の 5%が社の所有となる。

それを除いた部分の分配方式は前述のように粗収

入から費用と公的基金を除いて，残りを労働に 4
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割，入社家畜に 6割というように分配される。労

働の単価は，労働分の総収入を総労働点数で割っ

て決められ，同様に家畜分の総収入を，すべての

家畜を羊単位に換算した上で，羊 1頭分の価格を

決める。したがって，遊牧民の収入は自分自身の

労働価額と入社させた家畜分配価額の合計となる U

1956年時点では全社の構成員を 3つの部門に分

けた。すなわち定住して農作業を専門とする農業

部門に 9戸を配分し(農業組)，遊牧して家畜放

牧を専門とする畜牧業部門に 7戸を配分し(畜牧

業組)，その中間にあって副業を専門とする副業

部門に 3戸を配分(副業組)した。すなわちでき

るだけ労働力を農業と副業部門に集中させた。 7

戸の遊牧民はもとの 2つの互助組の遊牧民である。

家畜の放牧管理，移動などの行動を共にし，生活

と生産における従来のアウルの協力関係を継承す

る形をとるが，より重要な問題についてはアウル

内部で解決するのではなく，社の解決に依存する

ことになる。そこではアウル・パスは存在せず，

社の任命による組長の管理下におかれる。このよ

うな生産グループはアウルと呼ばれなくなり，行

政的に畜牧業組と呼ばれるようになった。しかし

遊牧民の間では依然としてアウルと呼び，その場

合，単にアウルと呼ぶ時もあれば，アウルの構成

員が多ければそのアウルの名が呼称された。

上述の畜牧業部門の 7戸はさらに第 1と第2小

組に分かれて，家畜を種類と年齢と用途によって

群編成した。その群編成と労働の配置を示したの

が表3である。表3に示されているように，綿羊

と山羊を雄雌ごとに分け各々 1戸ごとに担当させ

ている。労働は基本的に主人 1，妻は0.7，労働

年齢に達している子供は性別に応じて労働力とし

て計算されるが，その評価は組の協議によるか社

の指定によるものである。牛と路舵も各々 I戸ご

とに配分されているが，馬は4人の単身者によっ

て担当されている。彼らの食糧は社から配給され

るが，牛と路舵は遊牧民の家に分担して住み込む

形をとって食事を作ってもらうことになっている。

両組はそれぞれ独立したアウルとして，従来のア

ウルの生活と生産についての協力機能を所属組の

なかで果たすが，やはりこの場合も経営管理機能

は合作社当局あるいは組長が引き受けることにな

る。
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表3 合作社の遊牧部門における家畜の群編成と労働力の配置

項目 家畜群頭数 世話戸数 労働力数

綿羊第 1群 150頭(分娩群) 1 2.5 

第 綿羊第 2群 140頭(向上) 1 3.5 

綿羊第3群 145頭(向上) 1 2.5 

組 綿羊第4群 192頭(雄群) 1 2.0 

山羊の群 273頭(197頭分娩予定) 1 3.0 

第 牛一群 129頭(不明) I 3.5 

験肱一群 17頭(不明) 1 1.5 

組 馬一群 59頭(33頭分娩予定) 共同労働で行う 4.0 

(資料)資料は当時の工作隊員の記録により.聞き取りで作成した。

註 1)メンバーは表 1の第3と11番の遊牧者である。具体的に甫か加甫

・黒i可功「中国遊牧経営の展開過程に関する研究(1)jr農経論叢l
(第50集)， 1994年2月， pp.l47の表6の第 3と11番の牧 1である。

各部門の労働者はそれぞれの組長の管理におい

て共同作業を行うが，互助組時代のように部門間

の密接な協力関係はなく，各部門は分断されてい

る。畜牧業部門の 7戸が管理する社員の全家畜の

放牧管理は畜牧業部門の管理によるものであるの

で，所有者の指図は通用しない。さらに社の統一

管理のもとでは，労働力の合理的配置を行うため

に，副業部門と農業部門の労働力は農閑期におい

て部門間で調整することがよくあった。例えば，

副業部門と農業部門は農閑期において余剰労働力

を組織して，採草地の草刈，家畜の畜舎建設，運

搬など，かつてアウルが分担していた作業を引き

受けている。これは従来のアウル機能を一部受託

させたことを意味する。このように，畜牧業部門

の従事者規模を縮小させた上で，アウルは従来の

機能の一部を他部門または上層部に移して，生活

と放牧作業のみの単純な組織へと変遷していった。

2)各部門における労働評価

この合作社は農業部門と副業部門にそれぞれ

「死分活評jと「按件計工」という労働力の評価

方法を実施した。そして遊牧部門に「死分死記」

という労働力評価方法を採用した。「死分活評J
というのは，各労働者の受け取るべき労働報酬の

基準点数を固定しておいて，その仕事の完成具合

によって評価し直して計算する方法である。例え

ばこの畜牧業合作社は各季節における労働者の 1

日の労働によって受け取るべき固定(死分)労働

点数を春8点，夏7点，秋10点と定めた上で，労

働者1日の作業の完成具合を夜の社員大会におい
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て，労働者が実施した作業の軽重，繁簡，技術要

求度の高低に基づいて評価(活評)し，その報酬

の固定点数を基にそこから加減するのである。し

かし加減する明確な基準なく，同時に各人がもっ

労働者としての資質や生産手段のもつ条件が同質

でないので，その評価における調整には大きな困

難を伴った。

これに対して畜牧業部門の「死分死記Jという
のは，これは季節ごとの放牧労働点数をあらかじ

め評価固定(死分)しておいて，一日の仕事が終

わると，そのまま記帳(死記)しておくことであ

る。このように組織された畜牧業組の放牧管理と

労働点数を示したのが表4である。

各季節における家畜の放牧期間，作業要求内容

についての労働点数はそれぞれ固定されている。

家畜群を担当している遊牧民はそれぞれの家畜を

放牧させるだけではなく，営地から営地への移動

の場合には一体となってすばやく協力しなければ

ならないし，春の家畜分娩の場合にも協力体制が

必要である。これらの作業について労働点数は与

えられない。しかしその代わりに家畜の乳を遊牧

民同志でわけあうことが許される。作業要求内容

は主として，病死以外の死亡，例えば事故死，行

方不明の家畜，野獣にやられた家畜，毛刈や去勢

作業中に死亡した家畜については放牧技術による

ミスと認められ，表中にあるように一定頭数以下

に止めることが定められているo

各季節における労働点数(路舵は合計点数)は

固定されているから，作業要求通りに仕事が完成

されたとすれば，表3に認められている 1戸の労
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表4 各季節における家畜の放牧管理と労働点数

季節 家畜群 放牧期間 作業要求内容 労働点数

春 第1群150頭(雌) 3月 1日 5月15日 3頭以内の損失 8点

季 第2群140頭(雌) 同上 同上 8点

放 第3群145頭(雌) 向上 向上 8点

牧 第4群231頭(雄・雌) 向上 同上 8点

山羊273頭(雌・雄) |百l上 2頭以内の損失 8舟;

牛129頭 向上 l頭以内の損失 5点

験舵17頭 同上 損失O 5点

馬59頭 向上 1頭以内の損失 16点

夏 第1群150頭(雌) 5月15日一11月15日 4頭以内の損失 7点

秋 第2群140頭(雌) 同上 同上 7点

放 第3群145頭(雌) 向上 向上 7点

牧 第4群231頭(雄・雌) 向上 向上 6点

山羊273頭(雌・雄) 向上 。 5点

牛129頭 同上 。 5点

路舵17頭 向上 。 合計300点

馬59頭 5月15日-9月 1日 。 6点

長ι 第1群150頭(雌) 11月15日-3月1日 10頭以内の損失 6点

季 第2群140頭(雌) 向上 同上 6点

放 第3群145頭(雌) 同上 同上 6点

牧 第4群231頭(雄・雌) 向上 同上 5点

山羊273頭(雌・雄) 向上 5頭以内の損失 5点

牛129頭 同上 1頭以内の損失 4点

車告書記17頭 向上 。 合計200点

馬59頭 9月 1日-3月 1日 。 7点

(資料)表3と同じ。

註 1)労働点数はー労働力の一日の基準作業量，つまり一定の条件のもとで一日に

成し遂げる仕事の量と質を保証した時の点数である，夜間監視は0.7労働力

として計算される。

働力数に掛けられて 1日の家族労働点数が決まる。

年間の 1家族の労働点数は次のように決められる，

群を担当する家族の労働力数×固定労働点数×各

季節における放牧日数である。このような労働点

数をうるための作業内容は，放牧，毛刈，薬浴，

家畜去勢，子畜の訓練と多岐にわたり，家畜の規

模によってはその作業が厳しくなる重労働である。

したがって家族単独ではできない作業場面が多く

発生し，やはりアウルとして協力して移動しなけ

ればならないのである。結果として，表3に示さ

れている 2つの組は遊牧部門の所轄にある行政上

の小規模生産単位ではあるが，生活と生産機能を

連結させた従来のアウルと変わりのない協同関係

を{呆ってきた。
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3)合作祉組織運営における問題点

このような合作社制下における経営管理には多

くの問題が発生してきたが，それらの問題は以下

2つの場面に集約される。

その第1は，社員の家畜や生産資材の入社と所

有との矛盾である。これを「私有公用Jの矛盾と
いっておく。つまり社員間，社員と社の聞の対立

と不信感である。家畜が統一されて専門放牧者に

よって放牧管理されても，農耕地帯に定住して農

業に従事するかつての遊牧民も同じく自分自身の

家畜を識別できるため，農業地帯に住んでいる遊

牧民は，自分の家畜が病死あるいはその他の事故

によって損失を被った場合の大半について疑問に

思う。しかし農業地帯にいる農従者は常に自分の

目で確かめているわけではないので，定住と遊牧

民の聞には不信感が生じる。
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また，遊牧民の家畜死亡を最低限に抑えるため

に，社当局は遊牧者に対しては損失頭数をできる

だけ少なく設定しようとする。しかし家畜の死亡

には病死以外の死亡についても実際には放牧技術

的にもやむえない場合が多々あり，一概に放牧技

術の責任とされてしまうことには遊牧民も納得が

いかない。したがって遊牧民と社との聞にも対立

と不信感が生まれてきた。

その第2は，労働点数の評価問題から生まれる

社員間，社と社員聞の対立と不信感である。農業

部門と畜牧業部門の社員の点数を比べると，畜牧

業部門の 1戸当たり年間点数は実働日数で計算す

れば約600点あるのに，農業部門のそれは200点し

かないのである。これは農業部門についても春期

および秋期の重労働という側面があるのにもかか

わらず，社は点数を低めに評価していると農業部

門の社員に受けとめられ，反対にその点数を引き

上げると遊牧民の不満を引き起こすことにもなる。

なぜならば，農作業は季節による労働繁閑性があ

り，周年1日も欠かさずに遊牧に従事する畜牧部

門よりも実労働日数では少ない農業部門に高い労

働点数を与えることは不公平であると考えるから

である。

さらに，入社させた土地・農具・役畜・労働力

のもつ機能条件は複雑であり，これに対する社の

労働評価やリース代は所有者の評価とは往々にし

て異なるものである。農業部門における「死分活

評」の方法で客観的基準をうる唯一の場面が夜の

社員相互による労働評価の検討会であるが，労働

基準に達しでも達していない場合も，個人収入に

直接影響するので，その評価をめぐる客観的判断

をうることは困難な状況に陥ってしまいがちで

あった。

このような「死分活評」による方法は，とくに

アウルの場合はその適用は非常に難しいものとな

る。というのは労働評価に互いに不満があったと

すれば，協力関係にたちどころに影響を及ぼし，

ひいてはアウルの崩壊を生じさせ，仮に行動を共

にしたとしても，形式上のものになってしまう。

このことは社当局でも当初から自覚して「死分死

記」という評価方法をとったといえる。

以上の問題は特定社内のみではなく全国的にも

生起し，また近隣の社の労働評価のあり方に対し
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ても相互に影響を及ぼし始め，共通的課題として，

このような労働評価問題および所有・利用問題を

抜本的に解消するような組織再編が改めて必要と

されてきたのである。いわば広く新しい生産関係

のあり方が求められたといえるが，それを政府当

局は，生産組織のさらなる強化の方向において求

め，このような矛盾を抱えた合作社組織体制から

人民公社組織体制の構想へと展開することになっ

たのである。

4.むすび

以上の考察によって明らかにされた結果は以下

のとおりである。

アウルからE助組への改組の過程では，農業部

門と遊牧部門を専門分化させることによって，む

しろ相互補完関係が生じ生産性向上が図れるとい

う論理が前提とされていた。しかし実際には，ア

ウルと互助組の両組織の機能発揮の場面において

根本的な違いが存在することを確認してきた。互

助組における 3原則は従来のアウル組織における

原則と内容的に同じものではあるが，互助組の組

織編成の特徴は，固定的な小範囲において異種要

素も含めて機械的に機能させることを前提にして

いるのに対して，アウルのそれは一定規模の範囲

の中で，場合によっては組織間共同によって機能

するものであり，したがってアウル組織のもつ諸

機能の全体的統率管理を前提としなければならな

いということである。このような矛盾は，互助組

再編における前提条件であった労働の価値評価と

いう組織運営の根幹にかかつて表面化したのであ

るが，やがて組織強化による矛盾の回避という論

理によって互助組は合作社へと改組され，アウル

のもつ諸機能も新たな生産関係の下で，機能分散

という矛盾をはらみながら変容していったのであ

る。

筆者らは従来より，アウル生産組織は遊牧生産

の継続性を実現するための必要不可欠な前提条件

であることを主張してきた。そのような仮説は本

稿においても実証されているとみることができる。

すなわち，従来よりアウル組織に内包され有機的

機能発揮に不可欠な経営管理機能が取り上げられ

でも，遊牧民組織は分解するのではなく，媛小化

はしても，遊牧生産技術の時間的・空間的な組滞
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性から依然として生産と生活を共にしながら，生

産小組を組んで・放牧管理を行わなければならない

という点であり，それを家畜の群編成と労働力配

置という事実から具体的に確認することができる

からである。その後，人民公社化というさらなる

ダイナミツクな組織化が展開するのであるが，ア

ウルの存在は決して消えることはなかった。ここ

からもアウルの存在が遊牧業に必然的なものであ

るとみることができるのである。

本稿で指摘した合作社組織における矛盾の場面，

すなわち①労働評価の問題，②「私有公用」の問

題によって，アウル機能を必須とする遊牧業を担

当する社員も矛盾をかかえることになった。

Live-stockという文字どおり生きた資産を，対象

とした春夏秋冬の周年において不断の放牧管理作

業を継続するという労働に対しての，主として農

耕部門からの量的・質的過小評価の恐れ。そして，

そのことと関連して，自然災害が家畜生産に及ぼ

すリスクの大きさの認識の欠除からくる，資産(家

畜)運用管理に対する不信感と，リスク管理責任

の所在不明問題である。

このような合作社組織の部門編成，所有と利用

関係，および管理運営の責任体制における変則性

にもかかわらず，自助的裁量によるアウル組織を

組んで畜牧生産部門を担当してきた遊牧民も，一

定範囲の管理運営機能すなわち経営権を有しなけ

れば，アウル機能の有機的な統合による合理的な

畜牧生産の展開はなしえず，その畜牧部門の成果

は停滞的に推移したといえよう。

(註)

(註 1)甫匁加甫・黒河功「中国遊牧経営の展開過程に

関する研究(1 ) J r農経論叢j第50集. 1994年 p.
148-1490 

(註2)同上. p. 131。

(註3)生活と生産をともにして，時間と場所を異にす

る営地聞に遊牧民どうしの集団で移動し，そこで生活

と生産の両機能を発揮していることを意味するところ

の移動をさす。

(註4)中共中央「農業互助合作に関する決議(草案)J.

1951年12月。
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(註5)註1のp.145を参照。

(註6)註1のp.149を参照。

(註7)中共新彊ウイグル自治区編「新彊牧区社会J.
1988年 1月. p.52-55における遊牧地帯工作隊員の

行った「遊牧民実態調査Jに明らかにされているとこ

ろによれば.50年代当時の遊牧民の半分以上が，遊牧

民 1戸当たりにおいて収支赤字を算定しているu

(註8)新彊社会科学院経済研究所編『新彊畜牧業経済

調査1.1978-1982年. p.12ー 13。

(註9)比較的貧困のアウルから裕福のアウル聞の労働

力交換だけではなく，経済的に危機に直面しているア

ウルをいくつかの裕福のアウルに再編してしまう場合

であり，地域内と地域を超えるという両方のやり方が

存在していたと. 1994年春と秋の現地調査において

フーユン県畜牧局局長の指嫡するところである。

(註10)中共新彊ウイグル自治区党委農村工作部「試弁
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